
令和7年度徳島支部健康保険料率について
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資料１－５



令和７年度は、令和５年度の各支部の医療給付費等の

実績に基づき、新たな保険料率に見直す

平均保険料率は10％

インセンティブ分の加算額は、0.01％に据え置き

４月納付（３月賦課）分の保険料率から新たな保険料率

に変更

令和７年度都道府県単位保険料率算定のポイント
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※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある

令和７年度都道府県単位保険料率算定のポイント
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共通料率等

　共通料率（A + B - C） 4.65 %

　A．第２号都道府県単位保険料率 3.90 %

　B．第３号都道府県単位保険料率 0.78 %

　C．収入等の率 0.03 %

　第１号平均保険料率 5.35 %

　計 10.00 %

 ・ 第２号都道府県単位保険料率（共通料率のA）及び収入等の率（共通料率のC）には、

 　インセンティブ制度による加算額及び減算額は含まれていない。

 ・ 第３号都道府県単位保険料率（共通料率のB）及び収入等の率（共通料率のC）には、

 　令和５年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分は含まれていない。



令和７年度の徳島支部 健康保険・介護保険の保険料率

改定時期

令和７年３月分（４月納付分）より ※任意継続被保険者は、４月分（４月納付分）より

保険料率

標準報酬月額30万円の被保険者の月額健康保険料は

31,410円（事業主と折半で15,705円） ※介護保険に該当しない場合

令和元年 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度

健康保険料率
（都道府県単位）

10.30％ 10.28％ 10.29％ 10.43％ 10.25％ 10.19％ 10.47％

0.02％ ▲0.02％ 0.01％ 0.14％ ▲0.18％ ▲0.06％ 0.28％

全国4位 全国7位 全国7位 全国6位 全国8位 全国10位 全国2位

介護保険料率
（全国一律）

1.73％ 1.79％ 1.80％ 1.64％ 1.82％ 1.60％ 1.59％
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支部毎の療養の
給付等に要する
調整前の保険料

率

6.20％

【令和6年度】
6.16％

＋

医療給付費等に係る
保険料率

共通料率
（全国一律の部分）

健康保険法
第160条第3項1号

健康保険法
第160条第4項

健康保険法
第160条第3項2号

健康保険法
第160条第3項3号

5.73％

令和5年度
精算分

＋

前期高齢者
納付金

後期高齢者
支援金

退職者給付
拠出金

現金給付費

業務経費

一般管理費

準備金積立て

4.65％

令和5年度の支
部毎の収支決算

における
徳島支部収支差

▲6.96億

【令和4年度】
6.97憶

0.11％

等

等

＋

インセンティブ
制度の部分

＋

全支部より財源を
一律拠出

徳島支部減算分

1.63億円

【令和6年度】
▲0.62億円

▲0.025％

令和７年度の健康保険料率の仕組み

【令和6年度】
5.69％

【令和6年度】
4.60％

【令和6年度】
▲0.11％

【令和6年度】
0.010％

1 2 3

A 年齢調整

▲0.11％

【令和6年度】
▲0.11％

B

所得調整

▲0.36％

【令和6年度】
▲0.36％

C
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※端数処理の関係で合計が一致しない場合がある
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10.47％
【令和6年度】
10.19％

＝



＋

協会けんぽの都道府県単位保険料率の設定のイメージ

都道府県単位保険料率では、年齢構成の高い県ほど医療費が高く、保険料率が高くなる。また、所得水準の低い
県ほど、同じ医療費でも保険料率が高くなる。このため、都道府県間で次のような年齢調整・所得調整を行う。

都道府県単位保険料率：年齢構成が高く、所得水準の低いA県の例

全
国
一
律
の
保
険
料
率

各都道府県の保健
事業等に要する保
険料分を合算

後期高齢者支援金
など全国一律で賦
課される保険料分を
合算

＋＋

調整前の保険料率と全国一律の
保険料率の差を３つの要素に分
解し、その内の年齢差・所得差に
該当する保険料率を取り除く（年
齢調整・所得調整）（※１、２）。
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年齢調整・所得調整
の結果、都道府県ご
との保険料率は、医
療費の地域差を反映
した保険料率となる。

A県

（※１） 年齢構成割合の差「（A県）-（協会平均）」に協会平均の1人当たり給付費等を

乗じた額に対応する保険料率が、年齢差による上昇分となる。その上昇分を調
整前の保険料率から引き、年齢差による影響を取り除くことを、年齢調整という。
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A＋B（＝10％）

A県独自の保険料率

（※３） 災害等特殊事情についても、適切な調整を行う。

（※２） 1人当たり所得の差「（協会平均）-（A県）」に協会総計の給付費等を乗じた額

に対応する保険料率が、所得差による上昇分となる。その上昇分を調整前の保
険料率から引き、所得差による影響を取り除くことを、所得調整という。
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：地域差

：年齢差

：所得差

参考：協会けんぽの都道府県単位保険料率設定のイメージ
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支部間の不均衡を是正するための年齢調整・所得調整のイメージ

年齢構成・所得水準の高低に応じて、年齢差・所得差に係る料率の正負が定まる。年齢差・所得差に係る料率と絶
対値が同じで正負が異なる値を調整前の保険料率に加える（年齢調整・所得調整）ことで、調整前の保険料率に内
在する年齢構成・所得水準による不均衡が取り除かれる。

A県：年齢構成が高く、所得水準が低い ・・・ 年齢差＋、所得差＋

B県：年齢構成が低く、所得水準が低い ・・・ 年齢差ー、所得差＋

C県：年齢構成が低く、所得水準が高い ・・・ 年齢差ー、所得差ー

D県：年齢構成が高く、所得水準が高い ・・・ 年齢差＋、所得差ー
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※下図では、年齢階級別の1人当たり医療費が全国平均と比較して高い

場合をイメージしている（地域差＋、黄色矢印部分）。いずれの支部も、
地域差の正負によらず、上記４パターンのいずれかに該当する。

年齢調整・所得調整
の結果、都道府県ご
との保険料率は、医
療費の地域差を反映
した保険料率となる。
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青森
秋田
鹿児島
など

埼玉
千葉
神奈川
など

東京
愛知
大阪
など

岡山
福岡
沖縄
など

地

年

所

：地域差

：年齢差

：所得差

年齢差・所得差に係る料率の正負のパターン

年齢差・所得差に係る料率の正負のパターン

参考：支部間の不均衡を是正するための年齢調整・所得調整のイメージ

7


